
船舶事故調査報告書 

令和２年６月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年７月１０日 ０７時００分ごろ 

発生場所 石川県輪島市鹿
か

磯
いそ

漁港 

 鹿磯港新第１防波堤灯台から真方位００９°２２０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°１７.６′ 東経１３６°４３.６′） 

事故の概要  漁船第八十八正栄
しょうえい

丸は、航行中、また、漁船第五神宝
じんぽう

丸は、漂泊

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１２月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第八十八正栄丸、１９トン 

   ＡＭ２－６４２９（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９１－３９７２３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第五神宝丸、１４トン 

   ＡＭ２－４４００（漁船登録番号）、個人所有 

   第２１２－８６８８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船尾マストに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、漁獲物の荷役が終わり、係留

場所の移動目的で航行中、船長Ａが、いか釣り装置等により船首方に

死角がある状況下、着岸準備をしていた船首部の乗組員から他船の情

報が報告されると思っていたところ、船首方約５ｍでＢ船の船尾マス

トを認め、後進としたものの、Ｂ船と衝突した。 

 船首部の乗組員は、船長Ａも船首方のＢ船に向かっているのを知っ

ていると思い、船長Ａに連絡しなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、漁獲物の荷揚げ待ちの目的で

機関を中立として漂泊中、船長Ｂが、荷役岸壁に船首を向けた状態で

あり、航行する他船が避けると思い、荷揚げ順が気になったので、船

首方を見ていたところ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、航行中、船長Ａが、船首方に死角がある状況下、船首部の

乗組員から他船の情報が報告されると思い、航行を続けたことから、

前路で漂泊中のＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと推定さ

  



れる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、荷役岸壁に船首を向けた状態であり、

航行する他船が避けると思い、船首方の岸壁を見ながら漂泊を続けた

ことから、船尾方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したもの

と推定される。 

原因  本事故は、Ａ船が航行中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、船首方に死角

がある状況下、船首部の乗組員から他船の情報が報告されると思い、

航行を続け、また、船長Ｂが、航行する他船が避けると思い、船首方

の岸壁を見ながら漂泊を続けたため、両船が衝突したものと推定され

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首方に死角がある場合は、港内移動等の短時間航行であって

も、船首部の乗組員からの報告を徹底させるとともに、自らも死

角を補う見張りを行うこと。 

 ・漂泊中においては、他船が避けると思わず、周囲の適切な見張り

を行うこと。 

 


